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隠岐の島町
①
隠
岐
の
島
町
職
員
採
用
試
験
に
つ

　
い
て

②
お
酒
に
よ
る
困
り
ご
と
相
談
に
つ

　
い
て

③
は
ぴ
こ
結
婚
相
談
会
の
開
催
に
つ

　
い
て【
事
前
予
約
制
】

④
労
働
相
談
会
の
開
催
に
つ
い
て

⑤
自
衛
官
等
の
募
集
に
つ
い
て

⑥
町
長
へ
の
手
紙
に
つ
い
て

隠
岐
の
島
町
職
員
採
用
試
験

に
つ
い
て

①
　
本
町
で
は
、
社
会
福
祉
士
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

●
募
集
職
種
と
採
用
予
定
人
員

　
社
会
福
祉
士　
　
　
　
　
若
干
名

●
受
験
資
格

　
次
の
全
て
の
条
件
に
該
当
す
る
方
が

　
受
験
で
き
ま
す
。

お
酒
に
よ
る
困
り
ご
と
相
談

に
つ
い
て

②
　
隠
岐
保
健
所
で
は「
お
酒
に
よ
る
困
り
ご

と
相
談
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。ご
本
人
や

ご
家
族
、ど
な
た
で
も
無
料
で
相
談
に
応
じ

ま
す
。相
談
内
容
の
秘
密
は
守
り
ま
す
。

は
ぴ
こ
結
婚
相
談
会
の
開
催

に
つ
い
て【
事
前
予
約
制
】

③
　
「
は
ぴ
こ（※

）」で
は
、20
歳
以
上
で
真
剣

に
結
婚
を
お
考
え
の
独
身
者
を
対
象
に
、毎

月
、結
婚
相
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　
お
相
手
探
し
や
、
出
会
い
の
き
っ
か

け
づ
く
り
な
ど
を
サ
ポ
ー
ト
い
た
し
ま

す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
相
談
・
登
録
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

　
（※

）「
は
ぴ
こ
」と
は
、（
一
社
）し
ま

ね
縁
結
び
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に
登
録

さ
れ
た
、
縁
結
び
を
お
手
伝
い
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

●
日
時

　
８
月
17
日（
日
）午
前
10
時
〜
正
午

　
９
月
21
日（
日
）午
前
10
時
〜
正
午

●
場
所　
隠
岐
島
文
化
会
館

●
対
象
者

　
島
根
県
に
在
住
、在
勤
、近
い
将
来
移

　
住
予
定
の
20
歳
以
上
の
独
身
者

●
必
要
な
も
の

　
運
転
免
許
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
等
、
ご
本
人
で
あ
る
こ
と
と
、
住
所
が

　
確
認
で
き
る
、顔
写
真
入
り
の
身
分
が

　
証
明
で
き
る
書
類

●
予
約
締
切

　
相
談
日
２
日
前
の
午
後
５
時
ま
で

◆
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
國
は
ぴ
こ
会
事
務
局

◇
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
専
用

　
０
８
０‐

２
０
９
６‐

２
５
０
１

※

こ
ち
ら
の
２
次
元
コ
ー
ド
か
ら
も
お

　
申
込
み
で
き
ま
す
↓

○
昭
和
60
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

　
た
方

○
社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
方
、

　
又
は
令
和
８
年
３
月
31
日
ま
で
に
当

　
該
資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
方
。

●
採
用
試
験

①
試
験
日
時
・
会
場

　
試
験
の
場
所
、及
び
時
間
は
、申
込
み
が

　
あ
り
次
第
、決
定
し
て
通
知
し
ま
す
。

②
試
験
内
容　
作
文
試
験
・
面
接
試
験

●
受
験
手
続

　
隠
岐
の
島
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
、
職

　
員
採
用
専
用
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
込
み

　
く
だ
さ
い
。

※

職
員
採
用
専
用
ペ
ー
ジ

　
２
次
元
コ
ー
ド
↓

○
受
付
期
間

　
定
員
に
達
す
る
ま
で
随
時
受
け
付
け

　
ま
す
。

●
採
用

　
令
和
７
年
度
中
、
又
は
令
和
８
年
４

　
月
１
日
に
採
用
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先　
　

　
役
場
総
務
課 

職
員
係

　
電
話
３‐

１
０
６
９

●
日
時

　
８
月
５
日（
火
）午
前
９
時
〜
正
午

●
場
所　
隠
岐
保
健
所

●
申
込
期
限　
７
月
28
日（
月
）

※

事
前
予
約
制
で
す
。

●
相
談
内
容
事
例

○
ご
本
人
や
ご
家
族
が
お
酒
を
飲
む
と

　
乱
暴
に
な
る

○
お
酒
を
や
め
ら
れ
な
い

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
隠
岐
保
健
所 

地
域
健
康
推
進
課

　
電
話
２‐

９
７
１
２

労
働
相
談
会
の
開
催
に
つ
い
て

④
　
島
根
県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
「
パ
ワ
ハ
ラ
」、「
勤
務
態
度
に
問
題
の
あ

る
社
員
に
困
っ
て
い
る
」
な
ど
の
お
悩
み

を
、専
門
家
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時
・
会
場

　
８
月
30
日（
土
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　
島
前
集
合
庁
舎（
西
ノ
島
町
）

　
８
月
31
日（
日
）午
前
９
時
〜
正
午

　
隠
岐
合
同
庁
舎（
隠
岐
の
島
町
）

●
料
金　
無
料

●
相
談
員

　
弁
護
士
、労
働
組
合
役
員
、会
社
経
営

　
者
な
ど

※

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

※

相
談
員
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
会
場
と
接

　
続
し
ま
す
。

●
対
象

　
労
働
者
、
事
業
主
ど
ち
ら
の
相
談
も

　
受
け
付
け
ま
す
。

●
申
込
方
法

　
電
話
申
込
、又
は
島
根
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
の
島
根
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
か
ら

　
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※

相
談
は
予
約
制
で
す
。

※

島
根
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
２
次
元
コ
ー
ド
↓

●
申
込
締
切　
８
月
25
日（
月
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
島
根
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
電
話
０
８
５
２‐

２
２‐

５
４
５
０



　
島
根
県
労
働
委
員
会
で
は
、
労
働
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
「
パ
ワ
ハ
ラ
」、「
勤
務
態
度
に
問
題
の
あ

る
社
員
に
困
っ
て
い
る
」
な
ど
の
お
悩
み

を
、専
門
家
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
日
時
・
会
場

　
８
月
30
日（
土
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分

　
島
前
集
合
庁
舎（
西
ノ
島
町
）

　
８
月
31
日（
日
）午
前
９
時
〜
正
午

　
隠
岐
合
同
庁
舎（
隠
岐
の
島
町
）

●
料
金　
無
料

●
相
談
員

　
弁
護
士
、労
働
組
合
役
員
、会
社
経
営

　
者
な
ど

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

※

相
談
員
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
会
場
と
接

　
続
し
ま
す
。

●
対
象

　
労
働
者
、
事
業
主
ど
ち
ら
の
相
談
も

　
受
け
付
け
ま
す
。

●
申
込
方
法

　
電
話
申
込
、又
は
島
根
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

　
ジ
の
島
根
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
か
ら

　
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※

相
談
は
予
約
制
で
す
。

※

島
根
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
２
次
元
コ
ー
ド
↓

●
申
込
締
切　
８
月
25
日（
月
）

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
島
根
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
電
話
０
８
５
２‐

２
２‐

５
４
５
０

自
衛
官
等
の
募
集
に
つ
い
て

⑤
　
自
衛
隊
で
は
、
次
の
と
お
り
自
衛
官

を
募
集
し
ま
す
。

●
自
衛
官
候
補
生
（
陸
・
海
・
空
）（
第

　
３
回
）

　
採
用
の
日
を
も
っ
て
陸
・
海
・
空
自

　
衛
官
候
補
生
に
任
命
さ
れ
ま
す
。自
衛

　
官
候
補
生
と
し
て
３
か
月
間
の
教
育

　
訓
練
を
修
了
し
た
後
、
２
等
陸
・
海
・

　
空
士
に
任
官
し
ま
す
。陸
上
自
衛
官
は

　
１
年
９
か
月
、海
上
・
航
空
自
衛
官
は

　
２
年
９
か
月
を
１
任
期
と
し
て
勤
務

　
し
ま
す
が
、引
続
き
勤
務
を
希
望
す
る

　
場
合
は
、選
考
に
よ
り
２
年
を
任
期
と

　
し
て
継
続
任
官
さ
れ
ま
す
。

○
応
募
資
格

　
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の

　
１
日
現
在
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

※

32
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定

　
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
、
33
歳
に

　
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。

○
応
募
期
間

　
９
月
16
日（
火
）〜
11
月
21
日（
金
）

○
試
験
期
日

【
１
次
試
験
】

　
筆
記
試
験
・
適
性
検
査

　
11
月
29
日（
土
）（
W
e
b
試
験
）

【
２
次
試
験
】

　
口
述
試
験
・
身
体
検
査

　
12
月
6
日（
土
）

○
試
験
種
目

　
筆
記
試
験（
国
語
、数
学
、地
理
歴
史
、

　
公
民
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、
適
性

　
検
査
、身
体
検
査
、及
び
経
歴
評
定

※

経
歴
評
定
と
は
、
多
様
な
経
歴
を
有

　
す
る
受
験
者
の
能
力
を
総
合
的
に
評

　
価
す
る
も
の
で
す
。該
当
す
る
資
格
・

　
免
許
等
は
自
衛
隊
島
根
地
方
協
力
本

　
部
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

○
試
験
会
場

【
１
次
試
験
】

　
ご
自
宅
で
受
験
が
可
能
で
す
。

【
２
次
試
験
】

　
陸
上
自
衛
隊
出
雲
駐
屯
地

○
採
用
予
定
日

　
採
用
予
定
通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
防
衛
医
科
大
学
校
医
学
科
学
生

　
将
来
、
医
師
で
あ
る
幹
部
自
衛
官
と

　
な
る
者
を
６
年
間
の
教
育
期
間
に
お

　
い
て
養
成
し
ま
す
。

○
応
募
資
格　

　
日
本
国
籍
を
有
し
、
高
卒
（
見
込
含
）

　
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者
（
令
和
８

　
年
４
月
１
日
現
在
）

○
応
募
期
間

　
７
月
１
日（
火
）〜
10
月
８
日（
水
）

○
試
験
期
日

【
１
次
試
験
】　
10
月
25
日（
土
）

【
２
次
試
験
】

　
12
月
17
日（
水
）〜
12
月
19
日（
金
）の

　
う
ち
指
定
す
る
１
日

○
試
験
会
場

【
１
次
試
験
】

　
松
江
地
方
合
同
庁
舎
・
浜
田
市
内

【
２
次
試
験
】　
防
衛
医
科
大
学
校

●
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
科
学
生

　
将
来
、
保
健
師
・
看
護
師
で
あ
る
幹
部

　
自
衛
官
と
な
る
者
を
養
成
し
ま
す
。４

　
年
間
の
教
育
を
受
け
保
健
師
・
看
護
師

　
の
国
家
資
格
の
取
得
を
目
指
し
ま
す
。

○
応
募
資
格　

　
日
本
国
籍
を
有
し
、
高
卒
（
見
込
含
）

　
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者
（
令
和
８

　
年
４
月
１
日
現
在
）

○
応
募
期
間

　
７
月
１
日（
火
）〜
10
月
３
日（
金
）

○
試
験
期
日

【
１
次
試
験
】　
10
月
18
日（
土
）

【
２
次
試
験
】

　
12
月
６
日（
土
）〜
12
月
７
日（
日
）の

　
う
ち
指
定
す
る
１
日

○
試
験
会
場

【
１
次
試
験
】

　
松
江
地
方
合
同
庁
舎
・
浜
田
市
内

【
２
次
試
験
】

　
地
方
協
力
本
部
か
ら
後
日
連
絡

◆
お
問
い
合
わ
せ
先

　
自
衛
隊
島
根
地
方
協
力
本
部

　
電
話
０
８
５
２‐

２
１‐

０
０
１
５

町公式 SNS運用中です！
　隠岐の島町では、町政情報やイベント情報、動画などの様々
な情報を SNSで発信しています。是非ご登録ください。
▼LINE ▼Facebook ▼YouTube

▲X ▲Instagram ▲隠岐びと
チャンネル



町政に関するご提案をお寄せください。

６８５－８５８５

隠
岐
の
島
町
下
西
78
番
地
２

隠
岐
の
島
町
役
場
総
務
課

　
　
　
　
　
「
町
長
へ
の
手
紙
」
係　
行

切手を貼
ってお出
しくださ
い。

の　り　し　ろ

の　り　し　ろ

の　
り　
し　
ろ

ここで折ってください。ここで折ってください。

ここで折ってください。ここで折ってください。

こ
こ
で
折
っ
て
く
だ
さ
い
。

こ
こ
で
折
っ
て
く
だ
さ
い
。

こ
こ
で
折
っ
て
く
だ
さ
い
。

こ
こ
で
折
っ
て
く
だ
さ
い
。

町民の皆様の町政に関するご提案をお寄せください。
この手紙は町長が必ず読ませていただくほか、ご住所・お名前を記入された方へは、町長・
担当課と協議のうえ、直接ご本人へ回答することとしています。お寄せいただいたご提案
は今後の町政を進めるうえの参考にさせていただきます。

町 長 へ の 手 紙⑥



しまね電子申請サービス
２次元コード↓

次のことにご留意のうえ、町政に対し、皆様のアイデアや夢のあるご提案をお寄せください。
・１回のご提案につき１テーマ、300 字程度までとし、簡潔に記入してください。
・いただいたご提案については、匿名により町の広報誌やホームページなどに概要を公表することがあります。

氏　名

住　所

件　名

内　容

〒　　　‐　　　

（電話： ）
隠岐の島町

【注意事項】
以下のご提案については受理できませんのでご了承ください。
（1）町政に関しないもの
（2）他人を誹謗中傷するもの
（3）営利を目的とするもの
（4）趣旨、論旨が不明なもの
（5）事実確認が困難なもの、内容が多岐にわたるもの、同じ方からの同一趣旨のご提案、その

他回答することが適当でないと認められるもの

●ファックス　２‐６００５　隠岐の島町役場　総務課　広報広聴係あて
●オンライン　隠岐の島町ホームページ→町長室→町長の手紙→しまね電子申請サービス

から送付可
●郵　　送　　下記用紙に記入のうえ、切り取って投函してください。

記入欄が足りない場合は、別の用紙に記入いただき、封筒に同梱し投函してください。

【提案の方法】




